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１ 新型コロナウイルス感染症の発生状況（１月30日23時現在） 
  18か国 患者数：7,800人（うち死亡者数：170人） 
      国内患者数：12人（うち死亡者数：０人） 
      県内患者数：０人 
  ※新型コロナウイルス感染症 
   中華人民共和国湖北省武漢市において、昨年12月以降、新型コロナウイ

ルス関連肺炎の発生が報告され、中国を中心に、世界各国からも発生が
報告されている。 

 

２ 対応方針 
  過剰に心配することなく、風邪やインフルエンザが多い時期であることを
踏まえて、咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策に努める。 

 
３ 対応状況 
（１）情報提供・注意喚起 

・市町村教育委員会、県立学校及び教育関連施設等に対し、渡航制限の
引上げ、感染症対策の実施及び中国から帰国した児童生徒等への対応
等について情報提供・注意喚起を実施（R2.1.23、24、27、29、31） 

 
（２）海外修学旅行・研修旅行及び国際交流の現状把握（県立学校） 

・中国への修学旅行等：なし 
・中国からの訪日旅行学校交流受入：すべて中止（３件） 

 
（３）留学生等の現状把握（県立学校） 

・中国への留学生等：なし 
 
（４）イベント等における予防対策 

・健康観察の徹底及び感染症予防対策（消毒用アルコールの設置等） 
を実施 

・主催団体に対し感染症予防対策を依頼 
 
４ 今後の対応 
（１）関係機関に対し引き続き最新の情報提供・注意喚起を実施 
 

（２）児童・生徒に感染が疑われる・感染した場合の出席停止措置 
   ・学校医及び管轄の保健所と協議の上、学校保健安全法に基づく出席停

止を実施 
 
（３）海外修学旅行・研修旅行、国際交流の現状把握（小中学校）及び可否の

検討（県立学校） 
 
（４）児童・生徒の海外渡航予定の現状把握（小中学校、県立学校） 
 
（５）中国から一時帰国した児童・生徒の現状把握 


